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4 2016（平成28年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月11日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 5月2日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 5月2日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 5月2日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 5月2日

　従来、従業者による職務上の発明の特許を
受ける権利は発明者に帰属していましたが、
本年４月からは使用者が従業者に対して予め
職務発明規程等に基づいて帰属の意思表示を
した場合には、権利は発明が生まれたときか
ら使用者に帰属します。一方、従業者には、
相当の利益を受ける権利があります。

ワンポイント 職務発明制度の見直し

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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４月号─2

　

使
用
者
は
、
労
働
者
に
対
し
、
原

則
と
し
て
法
定
労
働
時
間
（
注
１
）

を

超
え
る
労
働
を
さ
せ
て
は
な
ら
ず
、

ま
た
、
休
日
に
つ
い
て
は
法
定
休
日

（
注
２
）
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
臨
時
的
業
務
の
発
生

や
繁
忙
期
の
作
業
な
ど
の
た
め
、
や

む
を
得
ず
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る

労
働
や
、
法
定
休
日
の
労
働
を
さ
せ

る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
あ
ら
か
じ

め
労
使
間
で
書
面
に
よ
る
協
定
（
労

働
基
準
法
三
十
六
条
に
基
づ
い
て
締

結
す
る
協
定
＝
「
三
六
協
定
」）
を

締
結
し
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長

に
届
出
を
し
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、

時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
を
さ
せ
る

こ
と
が
可
能
（
労
働
基
準
法
上
の
罰

則
を
免
れ
る
）
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
三
六
協
定
の
締
結
及
び

届
出
に
関
し
、
気
を
つ
け
て
お
き
た

い
点
を
説
明
し
ま
す
。

（
注
１
）　

始
業
時
刻
か
ら
終
業
時
刻

ま
で
の
う
ち
「
休
憩
時
間
」
を
除

い
た
時
間
を
い
い
、
一
日
に
つ
き

八
時
間
・
一
週
間
に
つ
き
四
〇
時

間
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
常

時
使
用
す
る
労
働
者
数
が
十
人
未

満
の
事
業
場
で
、
商
業
・
映
画
演

劇
業
（
映
画
の
製
作
の
事
業
を
除

く
）・
保
健
衛
生
業
・
接
客
娯
楽

業
を
営
ん
で
い
る
場
合
は
、
一
週

間
の
法
定
労
働
時
間
を
四
十
四
時

間
と
す
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

（
注
２
）　

毎
週
少
な
く
と
も
一
日
、

ま
た
は
、
四
週
間
を
通
じ
四
日
以

上
を
与
え
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

休
日
を
い
い
ま
す
。

一
　
三
六
協
定
の
概
要

①
　
協
定
締
結
の
単
位

　
　

三
六
協
定
は
「
事
業
場
単
位
」

で
締
結
し
、
各
事
業
場
を
管
轄
す

る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
出
を

し
ま
す
。

　
　

し
た
が
っ
て
、
会
社
に
複
数
の

事
業
場
が
あ
り
、
各
事
業
場
で
法

定
時
間
外
労
働
や
法
定
休
日
の
労

働
を
さ
せ
る
場
合
は
、
本
社
で
三

六
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
だ
け
で

は
足
り
ず
、
各
事
業
場
で
三
六
協

定
を
締
結
し
、
届
出
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

②
　
事
業
場
の
規
模

　
　

届
出
を
要
す
る
事
業
場
の
規
模

に
つ
い
て
は
定
め
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　

例
え
ば
、
就
業
規
則
は
常
時
十

人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
と

き
に
作
成
・
届
出
の
義
務
が
生
じ

ま
す
が
、
三
六
協
定
の
場
合
は
、

常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
が
十
人

未
満
で
あ
っ
て
も
、
法
定
時
間
外

労
働
や
法
定
休
日
の
労
働
を
さ
せ

る
と
き
に
は
、
締
結
・
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

③
　
協
定
事
項

　
　

三
六
協
定
で
は
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
協
定
を
し
ま
す
。

・
時
間
外
又
は
休
日
の
労
働
を
さ

せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

・
業
務
の
種
類

・
労
働
者
の
数

・
一
日
及
び
一
日
を
超
え
る
一
定

の
期
間
に
つ
い
て
の
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
時
間

・
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
休

日
・
有
効
期
間

二
　
協
定
事
項
の
注
意
点

　

協
定
事
項
の
う
ち
、
注
意
を
要
す

る
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
　
時
間
外
又
は
休
日
の
労
働
を
さ

せ
る
必
要
の
あ
る
具
体
的
事
由

　
　
「
臨
時
の
受
注
」「
納
期
の
変
更
」

な
ど
、
具
体
的
な
事
由
を
あ
ら
か

じ
め
定
め
て
お
き
ま
す
。

②
　
業
務
の
種
類

　
　

業
務
の
種
類
を
で
き
る
限
り
細

分
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
時
間
外

労
働
を
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
業
務

の
範
囲
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と

が
望
ま
し
い
で
す
。

③
　
一
日
及
び
一
日
を
超
え
る
一
定

の
期
間
に
つ
い
て
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
時
間

　
　

時
間
外
労
働
の
時
間
（
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
時
間
）
は
、
次

の
三
つ
に
つ
い
て
定
め
ま
す
。

・
一
日
（
例
…
一
日
あ
た
り
三
時

間
）

・
一
日
を
超
え
三
か
月
以
内
の
期

間
（
例
…
一
か
月
あ
た
り
四
十

五
時
間
）

・
一
年
間
（
例
…
一
年
あ
た
り
三

百
六
十
時
間
）

　
　

延
長
時
間
は
「
労
働
時
間
の
延

長
の
限
度
等
に
関
す
る
基
準
」
で

限
度
時
間
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
適
合
し
た
協
定
と
な
る
よ

う
に
し
ま
す
。

　
　

な
お
、
法
令
で
定
め
る
危
険
有

害
業
務
（
例
…
坑
内
労
働
、
多
量

時
間
外
・
休
日
労
働

を
さ
せ
る
と
き

（
三
六
協
定
の
届
出
）

時
間
外
・
休
日
労
働

を
さ
せ
る
と
き

（
三
六
協
定
の
届
出
）



3─４月号

の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
な

ど
）
に
従
事
す
る
者
の
時
間
外
労

働
の
上
限
は
、
一
日
二
時
間
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

④
　
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
休

日

　
　

労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
休

日
（
例
…
「
第
一
日
曜
日
、
第
三

日
曜
日
」）
と
、
始
業
・
終
業
時

刻
を
定
め
ま
す
。

　
　

法
定
休
日
の
対
象
日
を
特
定
せ

ず
、
一
定
期
間
の
う
ち
休
日
労
働

を
さ
せ
る
日
数
を
定
め
る
こ
と
や

始
業
・
終
業
時
刻
の
代
わ
り
に
、

休
日
労
働
の
時
間
数
の
限
度
を
定

め
る
こ
と
で
も
差
し
支
え
あ
り
ま

せ
ん（
例
…
一
か
月
に
二
日
以
内
、

休
日
労
働
時
間
数
十
時
間
）。

⑤
　
有
効
期
間

　
　

有
効
期
間
は
一
年
と
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

事
業
完
了
ま
で
の
期
間
が
一
年
未

満
で
あ
る
場
合
は
、
事
業
が
完
了

す
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
協
定

し
ま
す
。

三
　
特
別
条
項

　

時
間
外
労
働
は
、
前
記
二
で
触
れ

た
「
限
度
時
間
」
の
範
囲
内
で
行
う

こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
臨
時
的
に
限

度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
行

わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
事

情
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
特

別
条
項
付
き
協
定
」
を
締
結
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
限
度
時
間
を
超
え
て
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

特
別
条
項
付
き
協
定
の
注
意
点
は

次
の
と
お
り
で
す
。

①
　
特
別
の
事
情

　
　

限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労

働
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、「
臨
時
的
な
も
の
」に
限
ら
れ
、

一
年
の
半
分
を
超
え
な
い
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
も
の
を
指
し
ま
す
。

　
　

特
別
条
項
に
よ
り
定
め
る
延
長

時
間
に
つ
い
て
は
、
限
度
と
な
る

時
間
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
労
使

間
の
自
主
的
協
議
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

ま
す
が
、
過
重
労
働
に
よ
る
健
康

障
害
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
長

時
間
労
働
と
な
ら
な
い
よ
う
留
意

し
ま
す
。

②
　
割
増
賃
金
の
率

　
　

限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ

る
一
定
の
期
間
（
一
日
を
超
え
三

か
月
以
内
の
期
間
、
一
年
間
）
ご

と
に
、
割
増
賃
金
の
率
を
定
め
ま

す
。

　
　

そ
の
際
、
法
定
割
増
賃
金
率
の

下
限
（
二
割
五
分
）
を
超
え
る
よ

う
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
（
義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

四
　
協
定
の
当
事
者

　

事
業
場
に
労
働
者
の
過
半
数
で
組

織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
は
労

働
組
合
と
協
定
し
、
労
働
者
の
過
半

数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場

合
は
、
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す

る
者
を
選
出
し
て
協
定
し
ま
す
。

　
「
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る

者
」
と
は
、
事
業
場
に
使
用
さ
れ
て

い
る
す
べ
て
の
労
働
者
（
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
も
含
み
ま

す
）
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
を
指

し
ま
す
が
、
労
働
基
準
法
に
規
定
す

る
管
理
監
督
者
は
代
表
者
と
な
る
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
、
選
出
の
際
は

注
意
を
要
し
ま
す
。

　

ま
た
、
選
出
に
あ
た
っ
て
は
、
投

票
、
挙
手
、
労
働
者
の
話
し
合
い
等

労
働
者
の
過
半
数
が
そ
の
者
の
選
任

を
支
持
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な

る
民
主
的
な
手
続
を
取
り
な
が
ら
進

め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

五
　
届
出
・
周
知

　

三
六
協
定
は
、
労
使
間
で
協
定
を

締
結
し
た
だ
け
で
は
効
力
が
発
生
せ

ず
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届

出
を
す
る
こ
と
で
初
め
て
有
効
な
も

の
と
な
り
ま
す
（
時
間
外
労
働
等
を

さ
せ
た
場
合
で
も
、
労
働
基
準
法
の

罰
則
の
対
象
と
な
ら
な
い
）。

　

そ
の
た
め
、
有
効
期
間
の
開
始
日

よ
り
前
に
届
出
を
済
ま
せ
て
お
く
こ

と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。
届
出
書

は
二
部
用
意
し
、
受
付
印
が
押
さ
れ

た
一
部
を
事
業
場
の
控
え
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
複
数
の
事
業
場
が
あ
る
会

社
は
一
定
要
件
（
例
…
本
社
代
表
者

と
そ
の
会
社
の
労
働
組
合
の
長
が
締

結
し
た
協
定
で
あ
る
こ
と
、
本
社
と

各
事
業
場
の
三
六
協
定
の
内
容
が
同

一
で
あ
る
こ
と
等
）
を
満
た
し
た
場

合
に
、
本
社
を
管
轄
す
る
労
働
基
準

監
督
署
長
に
一
括
し
て
届
け
出
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

届
出
を
し
た
三
六
協
定
は
、
次
の

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
労
働
者
に

周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所

へ
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ

と
・
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と

・
磁
気
テ
ー
プ
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
物
に
記
録

し
、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者

が
そ
の
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認

で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
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　障害者の雇用の促進等に関する法律では、
障害者雇用率が定められており、事業主は、
常時雇用している労働者数の2.0％以上（労
働者50人につき１人）の障害者を雇用し
なければならないとされています。
　また、法定雇用率を下回る場合には障害
者雇用納付金を納付し、法定雇用率を上回
る場合は調整金の支給申請をすることがで
きる「障害者雇用納付金制度」が設けられ
ています。
　平成27年４月から、障害者雇用納付金
制度の対象範囲が拡大され、常用雇用労働
者数が100人（従来は200人）を超える事
業主が対象となっています。
　対象事業主は、平成27年４月から平成
28年３月までの各月の雇用障害者数等を
把握し、申告・納付をします。
　新たに対象とされた常用雇用労働者数100

人超200人以下の事業主については初めて
実施する手続きとなりますので、誤りや漏
れのないよう準備を進めていきましょう。
　申告・納付の手続きは、平成28年４月
１日から５月16日までの間に行います。
　なお、雇用すべき障害者数を下回るとき
に納付する納付金は、不足数１人につき月
額５万円（企業規模に応じ、一定期間は
４万円）です。
　不足数の１年分を合計して算出しますの
で、「各月の不足数の年度合計×５万円（又
は４万円）」が納付金の額となり、納付金
の額が100万円以上になる場合は、３分
割の納付が認められています。
　一方、雇用すべき障害者数を上回って雇
用している企業に対し支給される調整金は、
超過１人につき月額2.7万円です。こちら
も年度の超過数を合計して算出します。
　障害者雇用納付金の申請、制度詳細につ
いての問い合わせは、独立行政法人高齢・
障害・求職者雇用支援機構に窓口が設けら
れています。

　平成28年4月1日より、健康保険の標
準報酬月額等に関する改正が行われます。

①　標準報酬月額の等級区分、上限改定
　　保険料や傷病手当金等の額を算出する
際に用いる「標準報酬月額」は従来の上
限額（121万円）に3等級区分（127万円、
133万円、139万円）が追加され、139
万円が上限額となりました。

②　標準賞与額の上限額
　　賞与を支払ったときは、賞与額のうち
千円未満を切り捨てた額（標準賞与額と
いいます）を用いて保険料を算出します。
　　標準賞与額に設けられている年度の累
計上限額が引き上げられ、573万円（従
来は540万円）となりました。

　なお、厚生年金保険の標準報酬月額およ
び標準賞与額については改正が行われてお
りません。
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障害者雇用納付金制度の
対象事業主の拡大
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